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News

平
成
２０
年
度
よ
り
町
県
民
税
か
ら
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
毎
年
の

申
告
が
必
要
で
す
の
で
申
告
期
限
（
平

成
２１
年
３
月
１６
日
）
ま
で
に
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象
者

平
成
１１
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
１８
年

末
ま
で
に
入
居
し
た
方
で
、
税
源
移
譲

に
よ
り
所
得
税
が
減
少
し
た
た
め
、
今

ま
で
（
１８
年
分
ま
で
）
の
税
額
計
算
に

よ
り
求
め
ら
れ
た
額
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
額
が
受
け
ら
れ
な
い
方

申
告
方
法

�

確
定
申
告
を
す
る
方
は
、
住
所
地

の
税
務
署
へ
確
定
申
告
と
あ
わ
せ
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

�

年
末
調
整
の
み
で
確
定
申
告
を
し

な
い
方
は
、
所
得
の
あ
っ
た
年
の
翌

年
１
月
１
日
に
お
住
ま
い
の
市
町
村

に
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）
を
添
え
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※

源
泉
徴
収
票
を
他
に
使
用
さ
れ
る

方
は
、
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

※

平
成
２０
年
１２
月
末
時
点
の
住
宅
ロ
ー

ン
残
高
を
わ
か
る
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

問

税
務
課
町
民
税
係

�
９
８
５
―
４
１
１
０

平
成
２１
年
度
か
ら
町
県
民
税
（
普
通

徴
収
分
）、
固
定
資
産
税
の
前
納
報
奨
金

制
度
を
廃
止
し
ま
す
。

改
正
の
主
な
理
由

・

創
設
当
時
に
比
べ
、
口
座
振
替
制

度
の
普
及
で
、
納
税
意
識
の
向
上
や

税
収
の
早
期
確
保
と
い
っ
た
目
的
が

達
成
さ
れ
た
た
め
。

・

制
度
を
利
用
で
き
る
の
は
前
納
で

き
る
人
に
限
ら
れ
、
ま
た
給
与
天
引

き
に
よ
り
町
県
民
税
を
納
税
し
て
い

る
方
は
制
度
を
利
用
で
き
な
い
な
ど

の
不
公
平
の
解
消
の
た
め
。

口
座
振
替
に
よ
り
前
納
を
し
て
い
る
方
へ

前
納
報
奨
金
制
度
廃
止
に
伴
い
期
別

納
付
に
変
更
さ
れ
る
方
は
、
１１
月
末
に

お
送
り
し
て
い
る
「
松
前
町
税
口
座
振

替
変
更
届
」
に
記
入
の
う
え
、
ご
返
送

く
だ
さ
い
。
な
お
、
口
座
振
替
に
よ
る

前
納
を
継
続
さ
れ
る
方
は
、
返
送
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

「
松
前
町
税
口
座
振
替
変
更
届
」

は
町
県
民
税
、
固
定
資
産
税
が
平
成

２０
年
度
に
課
税
さ
れ
て
い
る
方
で
、

平
成
２１
年
度
以
降
全
期
前
納
振
替
を

申
込
み
さ
れ
て
い
る
方
へ
お
送
り
し

て
い
ま
す
。

問

税
務
課
管
理
収
納
係

�
９
８
５
―
４
１
０
９

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く
�

平
成
２１
年
度
か
ら

前
納
報
奨
金
制
度
を
廃
止
し
ま
す

毎
年
１２
月
中
旬
に
地
区
の
区
長
を
通

じ
て
配
布
・
回
収
を
し
て
い
ま
し
た
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請

書
を
、
今
年
か
ら
農
家
各
戸
に
郵
送
し

ま
す
。
ま
た
、
申
請
書
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
今
回
よ
り
昨
年
の
資
料
を
元
に
、

あ
ら
か
じ
め
農
業
委
員
会
で
記
載
し
て

い
ま
す
。

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
場
合
に
は

押
印
の
み
、
誤
り
が
あ
る
場
合
に
は
訂

正
し
押
印
の
う
え
、
平
成
２１
年
１
月
１０

日
ま
で
に
農
業
委
員
会
へ
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。

新
規
申
請
の
方

昨
年
登
載
さ
れ
な
か
っ
た
方
は
郵
送

さ
れ
ま
せ
ん
。
昨
年
だ
け
要
件
を
満
た

し
て
な
か
っ
た
方
や
今
回
新
し
く
申
請

を
さ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

〈
登
載
要
件
〉

松
前
町
に
住
所
が
あ
り
、
２０
歳
以
上

の
方
で
、
年
間
の
耕
作
日
数
や
耕
作
面

積
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方

問

農
業
委
員
会�

９
８
５
―
４
１
３
１

配
布
・
回
収
方
法
が
変
わ
り
ま
す

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登
載
申
請
を
お
忘
れ
な
く
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